
～～～ 2024 年度 西川整形外科主催 ～～～ 

【運動器】認定理学療法士臨床認定カリキュラム教育機関 受講案内 

 
対 象 ：登録理学療法士取得者 

     登録理学療法士登録番号をご準備下さい。 

     日本理学療法士協会のマイページより、認定証を出力することができます。 

定 員 ：各期 20 名 

金 額 ：25,000 円（基礎 15 講義・専門 8講義 合計 23講義の金額となります） 

講義方法：全講義オンデマンド形式（開講期間内での動画視聴をして頂く形式） 

     第 1期と第 2期と第 3期で 3期の開催となります。（どれか 1つの期間で修了となります。） 

     第 1期：5月 1日から 10月 31日の 6ヵ月間 

     第 2期：8月 1日から 1月 31 日の 6ヵ月間 

     第 3期：11 月 1日から 1月 31 日の 3ヵ月間 

     各期、3～6ヵ月の間に全 23 講義をご自身のペースで受講して頂きます。 

     動画をオンデマンドで閲覧して頂き、動画内のキーワードを送信して頂き受講確認となります。 

     全 23講義分のキーワードを送って頂いて、受講修了となります。 

申込方法：申込フォームより、必要事項を入力して下さい。 

     入力頂きましたら、担当者よりご連絡させて頂きます。 

 申し込みURL 申し込みQRコード 申し込み期日 

第 1期 https://forms.gle/ayZDv77fgPBt6CeaA 

 

2024 年 4月 25日締め切り 

第 2期 https://forms.gle/m4LNSXLU2bSeAM4S9 

 

2024年 7月 25日 締め切り 

第 3期 https://forms.gle/5rC84BATrNnVLJHV9 

 

2024 年 10 月 25 日 締め切

り 

期日後は応相談となります。nishikawa-seminar@naoso.com まで、ご連絡下さい。 

 

まだ応募できます。ご希望の方は、

nishikawa-seminar@naoso.com まで、

ご連絡下さい。 

https://forms.gle/ayZDv77fgPBt6CeaA
https://forms.gle/m4LNSXLU2bSeAM4S9
https://forms.gle/5rC84BATrNnVLJHV9
mailto:nishikawa-seminar@naoso.com
mailto:nishikawa-seminar@naoso.com


講義内容： 

講義内容 講義担当者 

1.正常な構造・機能と疾病の基礎 三船 昴平 

2.医学的診断と治療介入 杉浦 史郎 

3.理学療法介入の意義と理学療法士の役割 大森 康高 

4.疾患によって生じる障害とその評価および予後予測 志賀 哲夫 

5.筋力評価の方法と筋力増強のメカニズム 石﨑 亨 

6.関節可動域制限の要因と治療手技 武田 大輝 

7.運動器疼痛の評価と理学療法 大槻 哲也 

8.骨折・外傷後の治癒過程と理学療法 篠崎 公則 

9.自立支援や疾病管理の補助具．機器とその活用 小原 弘行 

10.患者・家族教育の意義とその方法 大山 隆人 

11.変形性関節症の理学療法 石﨑 亨 

12.筋・腱・靱帯損傷後の外科的治療と理学療法 志賀 哲夫 

13.末梢神経障害の理学療法 月岡 礼子 

14.発症予防、重症化予防、再発予防 高田 彰人 

15.社会資源の活用 豊岡 毅 

16.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編１） 

（運動器画像評価の実際）" 

大森 康高 

17.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編２） 

（肩関節疾患の機能解剖と理学療法）" 

小原 弘行 

18.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編３） 

（脊椎疾患の機能解剖と理学療法）" 

杉浦 史郎 

19.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編４） 

（股関節疾患の機能解剖と理学療法）" 

大山 隆人 

20.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編５） 

（膝関節疾患の機能解剖と理学療法）" 

中村 恵太 

21.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編６） 

（足関節疾患の機能解剖と理学療法）" 

冨沢 亮太 

22.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編７） 

（姿勢・歩行の評価・分析と理学療法の実際）" 

豊岡 毅 

23.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編 8） 

（多関節運動連鎖の評価と理学療法の実際）" 

高田 彰人 

 

※全講義受講修了者は、今年度中に日本理学療法士協会に修了報告を提出させて頂きます。今年度中に修了する

ことで、来年度の運動器認定理学療法士の受講要件の 1つを満たすこととなります。受講年度に認定理学療法士

を受験することはできません。受講年度の次年度となります。細かい制度についての確認は、日本理学療法士協

会のホームページの『認定理学療法士の取得』よりお願い致します。 

担当者：西川整形外科リハビリテーション部 大山隆人 

https://www.japanpt.or.jp/pt/lifelonglearning/new/certif-specialized/
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